
（参考）

％

職員数

(Ａ) 給　料

人 千円

230 882,710

　　　２　職員数は、令和３年４月１日現在の人数です。また、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））及び会計年度

　⑶　ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）

　　　　を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表⑴適用職員の俸給月額を 100として試算した

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

千円

8.6

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。

12.3

　　　　任用職員を含みません。

R２年度の人件費率

 （参考）１人当たり １人当たり

 給与費(類団）

千円

2,685,827

給　　　　　　与　　　　　　費

千円

773,940

実 質 収 支
人 件 費 率

千円

5,729

 給与費(Ｂ/Ａ)

千円

6,187

(Ｂ/Ａ)

　⑴　人件費の状況（普通会計決算）

　⑵　職員給与費の状況（普通会計決算）

歳出額　(Ａ)

千円

21,796,446
R3年度

39,203

住民基本台帳人口
区　分

（R4.1.1現在）

１　総括

計　(Ｂ)職員手当

1,422,967

　　　　員の給与費は含まれていません。

人件費　(Ｂ)

％

千円 千円

人

区　分

　　　　指数です。

343,727196,530

期末勤勉手当

R3年度

　　　３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれていますが、会計年度任用職

99.4

97.8

99.1

98.5

97.7

98.9
99.0

97.7

98.9
99.1

97.6

98.8

99.4

97.6

98.7

95.0

95.5

96.0

96.5

97.0

97.5

98.0

98.5

99.0

99.5

100.0

西脇市 類似団体平均 全国市平均

H30 R元 R2         R3         R4H30 R元 R2         R3         R4 H30 R元 R2         R3         R4
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　⑷　給与制度の総合的見直しの実施状況について

　　①　給料表の見直し　　〔　実施　・　未実施　〕

　　　　実施内容（平均引下げ率、実施時期、経過措置の有無等具体的な内容）

　　　　○実施時期

　　　　○内容

　　②　地域手当の見直し

　　　　実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合）

　　　　○支給割合

　　　　○実施時期

　　③　その他の見直し内容

　⑸　特記事項

　　【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域

　　　　　　手当の支給割合の見直し等に取り組むとされている。

一般行政職給料表について、国の見直し内容を踏まえ平均２％引き下げています。
若年層が多く在職する号給については、人材確保への影響等を考慮し、初任給に係る号俸等について
の引下げは行っていません。
高齢層が多く在職する高位号給については最大４％の引下げを行い、激変緩和のため、３年間（平成
30年３月31日まで）の経過措置（現給保障）を実施しました。
他の給料表については、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施していきます。

平成27年4月1日

支給なし

単身赴任手当について国と同様に見直しを実施。（平成27年４月１日実施）

特になし
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区　分

西脇市

兵庫県

国

類似団体

参考

平均給与月額

（Ａ） （Ｂ）

西脇市 － － －

兵庫県 － － －

国 － － －

類似団体 － － －

区　分

西脇市

兵庫県

類似団体

大学卒

高校卒

高校卒

大学卒

経験年数30年

大学卒 346,300円

高校卒 340,400円

高校卒 340,400円

大学卒 387,500円

Ａ/Ｂ
平均給与月額

平 均 年 齢

2,114人 328,416円－

368,123円

286,570円

415,377円

362,800円

平 均 年 齢

45.2歳 392,000円

平均給与月額

51.5歳

334人

51.1歳

56.8歳

377,354円

7人

298,838円14人

314,153円

405,049円

　　②　技能労務職

323,711円

341,671円

平 均 年 齢

　⑴　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和４年４月１日現在）

平均給与月額
(国比較ベース)平均給与月額

314,000円 382,473円

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

平均給料月額

422,219円43.3歳

　　①　一般行政職

平均給料月額

42.7歳

324,900円

42.4歳

42.3歳

対応する民間の類似職種

372,573円 341,315円

401,571円335,200円

対応する民間
の類似職種

309,200円

平均年齢

　　③　教　育　職

56.0歳

職員数

公　　　　務　　　　員

平均給与月額
(国ベース)

320,243円302,100円

区　分

310,173円

266,500円

201,100円 210,800円

－

経験年数15年

－

平均給料月額

327,948円

西　脇　市

41.3歳

技能労務職 154,900円

300,600円266,500円

経験年数20年

一般行政職

151,600円

355,500円

教　育　職 272,500円 322,400円

　⑶　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和４年４月１日現在）

区　　　　　分

285,340円

区　　　　　分 国

技能労務職

324,100円

373,900円

236,200円

354,200円

338,800円

327,300円

228,100円

260,000円 294,300円

300,600円 327,300円

　　　２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などの全ての諸手当の額を合計
　　　　したものです。また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等

321,997円

経験年数25年

182,200円
一般行政職

150,600円

38.8歳

　　　　を除いたもの）で算出しています。

（注）１　「平均給料月額」とは、令和４年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

　⑵　職員の初任給の状況（令和４年４月１日現在）

経験年数10年

－教　育　職

182,200円

154,900円

188,700円

兵　庫　県

154,900円

3



区　 分 標準的な職務内容
１号給の
給料月額

最高号給の
給料月額

８級  理事、技監、部長 12人 4.9％ 362,900円 444,900円

７級  課長、主幹 39人 15.9％ 319,200円 410,200円

６級  課長補佐 32人 13.0％ 289,700円 393,000円

５級  主査 36人 14.6％ 264,200円 381,000円

４級  主任 35人 14.2％ 237,600円 350,000円

３級  上級職員 65人 26.4％ 202,400円 348,500円

２級  一般職員 15人 6.1％ 165,900円 299,500円

１級  その他 12人 4.9％ 146,100円 247,600円

（注）標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

３　一般行政職の級別職員数の状況

　⑴　一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和４年４月１日現在）

構成比職員数

4.9% 2.2% 3.0%

6.1%
8.2% 9.1%

26.4% 25.4% 20.0%

14.2% 16.4%

15.7%

14.6% 12.7% 21.7%

13.0% 13.8%
10.4%

15.9% 16.8% 15.2%

4.9% 4.5% 4.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

R4年度 R3年度 29年度

8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級

1級

（５年前）（１年前）
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　⑵　国との給料表カーブ比較表（行政職⑴）　（令和４年４月１日現在）

活用している昇給区分
昇給可能な

区分
昇給実績が
ある区分

昇給可能な
区分

昇給実績が
ある区分

上位、標準、下位の区分 ○ ○ ○

上位、標準の区分 ○

標準、下位の区分

標準の区分のみ（一律）

　 活用予定時期

令和4年4月2日から令和5年4月1日

までにおける運用

イ． 人事評価を活用している

　⑶　昇給への人事評価活用状況（西脇市）

管理職員 一般職員

ロ． 人事評価を活用していない

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

国10級（特に重要課長）

（百円）

給

料

月

額

昇 給

令和４年４月１日時点

国９級（課長）

国８級（困難室長）

国７級（室長）

国６級（困難課長補佐）

国５級（課長補佐）

国４級（困難係長）

国３級（係長）

国２級（上級係員）

国１級（係員）

西脇市 （R４）

国家公務員 （R４)
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　⑴　期末手当・勤勉手当（令和３年度）

区　　分

支給割合 支給割合

期末手当

勤勉手当

計

区　　分

地 域 手 当

子

各 6,500円

加算額 5,000円

55,000円

部　長 85,000円 次長 75,000円

課　長 65,000円

職制上の段階、職務の級等による
加算措置
・役職加算　　 5～20％
・管理職加算　10～25％

異 な る

13,808千円

28.03950 月分

なし

１人当たり平均支給年額

－

　⑵　退職手当等（令和３年度）

加算措置の状況

職制上の段階、職務の級等による
加算措置
・役職加算　5～20％

4.45月分（2.35月分）

2.55月分（1.45月分）

1.90月分（0.90月分） 

2.40月分（1.35月分）

1.90月分（0.90月分） 

4.30月分（2.25月分）

１人当たり
21,390千円

勤続35年

支給割合

4.45月分（2.35月分）

2.55月分（1.45月分）

同　　じ

職制上の段階、職務の級等による
加算措置
・役職加算 　 5～20％
・管理職加算 10～20％

0千円

33.270750 月分

勤続20年 19.66950 月分

47.709000 月分47.70900 月分

国

勧奨・定年

1人当たり
平均支給額

兵庫県

 定年前早期退職特

退職時の特別昇給

 例措置(２～20％)
その他の加算措置

最高限度額

24.586875 月分

４　職員の手当の状況（令和４年４月１日現在）

47.709000 月分

西　　　　脇　　　　市

39.75750 月分

－

平均支給額

※令和４年４月１日現在

なし

退 職 手 当

勤続25年

自己都合

西　　　　脇　　　　市

時間外勤務手当

　　※　（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

国

1,693千円1,484千円

異 な る

1.90月分（0.90月分） 

特殊勤務手当

無支給地

0円

支給職員の割合

10,000円

配偶者 6,500円

支給実績（令和３年度決算）

支給実績（令和３年度決算）

0千円

-

１人当たり平均支給年額

（支給率）

支給実績（令和３年度決算）

　　　２　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和３年度に退職した職員に支給された平均額です。

住 居 手 当

異 な る

支給実績（令和３年度決算） 41,916千円

同　　じ

（注）１　支給実績（令和３年度決算）は、普通会計決算の額です。

同　　じ

管理職手当

通 勤 手 当

支給実績（令和３年度決算）

自動車等利用者　片道２km以上の者

支給実績（令和３年度決算）

最高支給額

月額16,000円を超える家賃を支払って

311,549円

27,058千円

0.00％

主な手当の名称　

73,214千円

年度初め満16歳～年度末満22歳の子

扶 養 手 当

※令和３年４月１日現在

同　　じ

2,000円～31,600円

最高28,000円

交通機関利用者　運賃の額相当額

11,953千円

その他の扶養親族

いる職員に支給

13,405千円

支給実績（令和３年度決算）

借家居住者
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活用している成績率
支給可能な

成績率
支給実績が
ある成績率

支給可能な
成績率

支給実績が
ある成績率

上位、標準、下位の成績率 ○ ○ ○ ○

上位、標準の成績率

標準、下位の成績率

標準の成績率のみ（一律）

　 活用予定時期

○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）（西脇市）

令和４年度中における運用

イ． 人事評価を活用している

管理職員 一般職員

ロ． 人事評価を活用していない
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市　長

副市長

教育長

議　長

副議長

議　員

市　長

副市長

教育長

議　長

副議長

議　員

市　長

副市長

教育長

６月期

（支給時期）

計

給料月額×在職月数×0.24

　（算定方式） 　（１期の手当額）

4.300

給料月額×在職月数×0.18 4,309,200円 任 期 毎

任 期 毎17,683,200円

8,640,000円

給料月額×在職月数×0.40

区　　分
類似団体における最高/最低額

給
　
料

12月期

2.150

408,000円

540,000/327,000

　　　　 額です。

4.300

任 期 毎

2.150

５　特別職の報酬等の状況（令和４年４月１日現在）

給　　　　料　　　　月　　　　額　　　　等

報
　
酬

退
職
手
当

期
　
末
　
手
　
当

370,000円

750,000円

2.150

450,000/259,000

486,000/279,000

2.150

12月期

令和４年度支給割合（月分）

665,000円

　　　　 市長は１期（４年＝48月）、教育長は１期（３年＝36月）勤めた場合における退職手当の見込

989,000/405,000

816,000/512,000

計

令和４年度支給割合（月分）

921,000円

６月期

465,000円

（注） １　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、市長及び副
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平成 平成 令和 令和 令和 令和
29年度 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度

164 170 179 185 183 184 20 （ ％）

50 53 53 55 47 47 △ 3 （ ％）

214 223 232 240 230 231 17 （ ％）

476 483 490 500 500 488 12 （ ％）

690 706 722 740 730 719 29 （ ％）

13

25

20

商　工

議　会

衛　生

総　務

税　務

民　生

【参考】人口１万人当たり職員数 59.19
　　　　　　　　　　同類似団体 88.01

16

　子ども子育て支援関連

16

6

教 育 部 門

小　　計 230 1

土　木

合　　　計

47

［758］ ［758］
△ 11

39

7

△ 12

231

水　　道

　　　　　　　年度
部門別

0

449

区　分

区　分

構成比 (％)

　⑵　年齢別職員構成の状況（一般行政職、令和４年４月１日現在）

0

5

（注）　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。

一般行政

教　　育

普通会計計

総合計

公営企業等会計計

7.9

2.5

4.2

対 前 年

5

△ 1

増 減 数

0

0

1

△ 2

0

　⑴　部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在）

1

△ 222

6

0

0

14

令和４年

22

６　職員数の状況

令和３年

普
 
通
 
会
 
計
 
部
 
門

労　働

農林水産

4

72

区　　　分
職　　　員　　　数

4

主　な　増　減　理　由

　業務量増

　その他

47

24

1 1

　事務の統廃合・縮小　　

184

一
 
般
 
行
 
政
 
部
 
門

　事務の統廃合・縮小　　

24

183小　計

77

437

【参考】人口１万人当たり職員数 184.24

公
営
企
業
等

病　　院

【参考】人口１万人当たり職員数 47.15
　　　　　　　　　　同類似団体 68.13

そ の 他

7

39

△ 12488

下 水 道

小　計

0

5

構成比 (％)

0

0.0

40～43歳

職員数 (人)

職員数 (人) 22

730 719

500

9.4 7.05.9

44～47歳 48～51歳 52～55歳

36～39歳32～35歳24～27歳20～23歳20歳未満

15 24

　欠員不補充

12.5

18 32

28～31歳

7.0

18

56～59歳 60歳以上

20

12.9

33

7.8 3.9

1033

過去５年間の増減数（率）

　（単位：人・％）　⑶　職員数の推移　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

△ 6.0

12.1

（注）［　　］内は、条例定数の合計です。
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8.6 12.1 12.9

0.0 

2.6 

10.4 
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14.7 15.2 

11.3 
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9.4 

7.0 

12.5 

7.0 8.6 

12.1 

12.9 12.9 

7.8 3.9 

0.0
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4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

2
0
歳
未
満

2
0
～
2
3
歳

2
4
～
2
7
歳

2
8
～
3
1
歳

3
2
～
3
5
歳

3
6
～
3
9
歳

4
0
～
4
3
歳

4
4
～
4
7
歳

4
8
～
5
1
歳

5
2
～
5
5
歳

5
6
～
5
9
歳

6
0
歳
以
上

５年前の構成比

構成比
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（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
２　職員数は、令和４年３月３１日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））を含み、
　会計年度任用職員を含まない。
３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用（短時間勤務））の給与費が含まれているが、会計年度任用職員の
　給与費は含まれていない。

なし

水道事業 水道事業

下水道事業 下水道事業

　　　ア　決算（令和３年度）

　　　イ　 特記事項

-
勤続25年

最高限度額

47.709000 月分

水道事業

1,484千円

-

水  道  事  業  会  計
下 水 道 事 業 会 計

-

１人当たり
平均支給額

勤続35年

下水道事業
22,391千円
6,569千円

自己都合

市町村平均
（政令指定都市除く）

（支給率）

39.75750 月分
同じ

支
給
割
合

2.55月分（1.45月分）

（支給率）

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

　　　イ　退職手当（令和３年４月１日現在）

退職時特別昇給 なし

    千円

29,902

7,567

382,473円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和２年度に退職した職員に支給された平均額である。

    人

区　分

水道事業会計
下水道事業会計

47.709000 月分

3.234,561

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費22,237千円（水道12,914千円、下水道9,323千円）を含まない。

水道事業
会計

下水道
事業会計

区　分
給　 料    Ａ

　　　ア　期末手当・勤勉手当（令和３年度）

11,018

    ③ 職員の手当の状況

西脇市

平均月収額

498,816円

4,205

計

職制上の段階、職務の級等
による加算措置

その他の加算措置

勤続20年

47.70900 月分

-

-

定年前早期退
職特例措置
(２～20％)

       千円

28.03950 月分 33.270750 月分

19.66950 月分 24.586875 月分

基本給

同じ

勧奨・定年

職員手当

総費用に占める
職員給与費比率

     Ｂ／Ａ
         千円

一人当たり

総費用

      Ａ

職員給与費

             ％

1,086,660

     Ｂ

29,929

給与費 B/A

59,817 3.2

5,986

1,864,896 36

       千円    千円

職員数

期末手当

1,457千円

1,434千円

１人当たり平均
支給額

-

1,513千円

1,574千円

勤勉手当

4.45月分（2.35月分）

 (参考)平成２年度の総
費用

に占める職員給与費比
率                ％

3.5

(参考市町村平均

一人当たり給与費

2.6

       千円

5,9206,446

    ② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和４年４月１日現在）

平均年齢

期末･勤勉手当

42.4歳

計 Ｂ

7

    千円

355,857円

45,125

6,0285

下水道事業会計

2,319

    千円

43.0歳

49.0歳

水道事業会
計

下水道
事業会計

20,043

同じ

同じ

13,808千円 21,390千円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

一般会計

 （支給率）

市町村平均
（政令指定都市除く）

－

一般会計

7　公営企業職員の状況

職制上の段階、職務の
級等による加算措置
・役職加算　5～20％

同じ

334,050円

537,202円

9,335

給　　　　　与　　　　　費

 

水道事業会計

1.90月分 （0.9月分）

区 分

        千円

純損益又は実質収支

　⑴　水道事業・下水道事業
　　① 職員給与費の状況
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（上段：水道事業会計、下段：下水道事業会計）

一般行政職
の制度との

異動

一般行政職
の制度と異
なる内容

支給対
象職員
数

配偶者 6,500円

子 10,000円

その他の扶養親族 各6,500円

加算額5,000円

借家居住者 月額16,000円を超える家賃を支払って 0人

1人

交通機関利用者　運賃の額相当額

最高支給額 55,000円

自動車等利用者　片道２km以上の者

部　長

次　長

課　長

75,000円

65,000円
780,000円 1人 780,000円

49,520円
2,000円～31,600円

管理職手当

85,000円

同　じ -

780,000円 1人 780,000円

336,000円 336,000円

通 勤 手 当 同　じ -

133,200円 3人 44,400円

247,600円 5人

319,200円
年度初め満16歳～年度末満22歳の子

住 居 手 当 同　じ -

0円 　　　0円

いる職員に支給 最高28,000円

支給実績
支給職員1人当たり平

均支給年額

扶 養 手 当 同　じ -

876,000円 3人 292,000円

1,596,000円 5人

手当名 内容及び支給単価

下水道事業会計

473千円

2,841千円

276千円

1,935千円
令和２年度決算

職員１人当たり平均支給年額 162千円

支給実績 649千円

　　　オ　時間外勤務手当

水道事業会計

令和３年度決算
職員１人当たり平均支給年額 351千円

支給実績 1,406千円

0円

職員全体に占める手当支給職員の割合 0％

水道事業会計 下水道事業会計

0％

支給実績 0千円

支給職員１人当たり平均支給年額 0円

0千円

支給対象職員数 0人 0人

一般会計の制度（支給率） 無支給地（０％）

　　　エ　特殊勤務手当（令和３年４月１日現在・令和３年度決算）

0円 0円

支給対象地域 市内全域 市内全域

支給率 0％ 0％

　　　カ　その他の手当（令和４年４月１日現在）

（注）職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和元年度決算）」と同じ年
　　　度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはな
　　　らない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

　　　ウ　地域手当（令和３年４月１日現在・令和３年度決算）

水道事業会計 下水道事業会計

支給実績 0千円 0千円

支給職員１人当たり平均支給年額
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　　　２　職員数は、令和４年３月３１日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））を含み、
　会計年度任用職員を含まない。
３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用（短時間勤務））の給与費が含まれているが、会計年度任用職員の
　給与費は含まれていない。

なし

病院事業 病院事業

　⑵　病院事業
　　① 職員給与費の状況
　　　ア　決算（令和３年度）

区 分
総費用 純損益又は実質収支 職員給与費  (参考)令和２年度の総費用

      Ａ      Ｂ      Ｂ／Ａ に占める職員給与費比率

総費用に占める
職員給与費比率

             ％                 ％

8,911,586 87,155 4,413,827 49.5 49.3

給　 料 職員手当

病院事業会
計

         千円        千円         千円

    千円

3,264,250

区　分
職員数 給　　　　　与　　　　　費 一人当たり (参考）市町村平均

    Ａ

7,080

期末･勤勉手当 計 Ｂ 給与費 B/A 一人当たり給与費

病院事業会
計

    人     千円     千円     千円

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

　　　イ　 特記事項

    ② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和４年４月１日現在）

       千円        千円

448 1,630,896 996,800 636,554 7,286

西脇市

区　分 平均年齢 基本給 平均月収額

医師

その他

45.8歳 570,406円

1,463千円 1,414千円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

    ③ 職員の手当の状況
　　　ア　期末手当・勤勉手当（令和３年度）

病院事業会計 一般会計
市町村平均

（政令指定都市除く）

勤勉手当 1.90月分 （0.9月分）

計 4.45月分（2.35月分）

１人当たり平均
支給額

1,421千円

職制上の段階、職務の級等
による加算措置

職制上の段階、職務の
級等による加算措置
・役職加算　5～20％

同じ -

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

支
給
割
合

期末手当 2.55月分（1.45月分）

同じ -

　　　イ　退職手当（令和３年４月１日現在）

病院事業会計
市町村平均

（政令指定都市除く）

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率）

一般会計

 （支給率）

勤続20年 19.66950 月分 24.586875 月分

-
勤続25年 28.03950 月分 33.270750 月分

勤続35年 39.75750 月分

最高限度額 47.70900 月分 47.709000 月分

その他の加算措置 －
定年前早期退
職特例措置
(２～20％)

１人当たり
平均支給額

病院事業 4,619千円

-

退職時特別昇給 なし -

10,901千円 21,105千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和３年度に退職した職員に支給された平均額である。

1,658,823円

481,089円

一般事務職

医療技術員

看護師

36.6歳 269,167円 438,126円

37.2歳 284,838円

准看護師 57.8歳 323,415円 562,052円

46.3歳 336,989円 547,164円

42.4歳  382,473円

58.6歳 272,400円 442,932円

同じ

同じ

同じ

13,808千円 21,390千円

47.709000 月分
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12,895千円

1,449千円

66,110千円

224,736千円

支給単価

月額50千円～115千円

月額4千円～10千円

月額５千円

月額4千円～5千円

1人　300円

月額

医師 レントゲン透視診断
危険手当

6,657千円

372千円

医療業務手当 医師 医療業務

看護師
深夜に行われる看護

業務

　　　ウ　地域手当（令和３年４月１日現在・令和３年度決算）

病院事業会計

支給実績 50,300千円

看護師

一般会計の制度（支給率）

1回 3.1千円～7.3千円

　　　エ　特殊勤務手当（令和３年４月１日現在・令和３年度決算）

レントゲン・細菌検
査業務等

医療技術手当 医療技術員 医療業務

看護業務手当

病院事業会計

618,950千円

1,566,962千円

支給職員１人当たり平均支給年額 967,310円

支給対象地域 市内全域

医師・医療技術員・
看護師

支給率 16％

支給対象職員数 52人

無支給地（０％）

医師・歯科医師手当 医師

主な支給対象業務手当の名称

14,949千円

88.2％

　　支給実績

　　支給職員１人当たり平均支給年額

　　職員全体に占める手当支給職員の割合

職員１人当たり平均支給年額 210千円

支給実績 94,201千円

主な支給対象職員

医師・医療技術員・
看護師・一般事務職

特殊宿日直手当
医師・医療技術員・

看護師

夜間看護手当

支給実績

医療業務

看護業務

202,303千円

5,987千円

新型コロナウイルス
感染症に係る業務 日額３千円

時間外の救急業務
医師　1千円～30千円
その他11千円～12千円

令和２年度決算
職員１人当たり平均支給年額 204千円

支給実績 90,866千円

（注）職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和３年度決算）」と同じ年
　　　度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはな
　　　らない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

77,782千円

医師・医療技術員・
看護師・一般事務職

感染症に係る業務 1件　300円
防疫手当

　　　オ　時間外勤務手当

病院事業会計

令和３年度決算
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一般行政職
の制度との

異動

一般行政職
の制度と異
なる内容

支給対
象職員
数

配偶者 6,500円

子 10,000円

その他の扶養親族 各6,500円

加算額5,000円

借家居住者 月額16,000円を超える家賃を支払って

交通機関利用者　運賃の額相当額

最高支給額 55,000円

自動車等利用者　片道２km以上の者

 院　長

 副院長

 副院長（医療職⑶）・事務局長

 院長補佐

 部長（医療職⑴⑵）・看護局次長
 医長・課長補佐・薬剤長補佐・技師長補佐（医療職のみ）

 主　査（医療職）

237,772円39,945,649円

支給職員1人当たり平
均支給年額

同　じ -

年度初め満16歳～年度末満22歳の子

　　　カ　その他の手当（令和４年４月１日現在）

手当名 内容及び支給単価 支給実績

168人

23,733,718円

75,000円管理職手当

112,000円

住 居 手 当 同　じ
いる職員に支給 最高28,000円

26,600円

92,000円

320,726円

31,190,100円 367人 84,987円通 勤 手 当 同　じ -

-

扶 養 手 当

57,328,286円 92人

2,000円～31,600円

623,134円

102,000円

同　じ -

65,000円

36,500円

74人
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男　性 女　性 合　計

27 31 58

36 52 88

6 12 18

30 40 70

0 0 0

男　性 女　性

169 169 15 7 8

28 27 27 4 23

2 2 2 0 2

8 8 1 0 1

2 2 1 0 1

4 4 1 1 0

1 1 1 1 0

2 2 1 0 1

2 2 2 1 1

3 3 2 0 2

降　任 免　職 休　職 計

0 0 0

0 0 12 12

0 0 0

0 0

0 0 12 12

戒　告 減　給 停　職 免　職 計

0 0 0 0 0

0 1 0 0 1

0 0 0 1 1

0 1 0 1 2

社 会 福 祉 士

８　職員の任免（令和３年度）

区 分

退 職 者 数

９　採用試験（令和３年度実施分）

助 産 師

定 年 退 職

普 通 退 職 ほ か

（単位：人）

新 規 採 用

　⑵　懲戒処分

区 分

 職制、定数の改廃、予算の減少による廃職、
 過員を生じた場合

 刑事事件に関し起訴された場合

受験者数

一 般 事 務

看 護 師

薬 剤 師

※　介護休暇及び組合休暇については、無給の休暇です。

言 語 聴 覚 士

申込者数職 種
合　　格　　者　　数

組 合 休 暇

年 次 休 暇

特 別 休 暇

 配偶者、父母、子等で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある
 者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合

 職員団体の業務と認められるものに従事する場合

病 気 休 暇
 負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認め
られる場合

介 護 休 暇

 結婚、出産、忌引その他の特別の理由により勤務しないことが相当である場合

 職員が請求した場合（１暦年において20日）

希 望 退 職

理 学 療 法 士

合　計

内 容

区 分

 職に必要な適格性を欠く場合

38時間45分

８時30分～17時15分

12時00分～13時00分

合　計

0

区 分

７時間45分

（単位：人）

10　職員の分限及び懲戒処分の状況（令和３年度）

 勤務実績が良くない場合

 心身の故障の場合

診 療 放 射 線 技 師

１ 日 の 勤 務 時 間

　⑴　勤務時間（標準的なもの）

 法令に違反した場合

 全体の奉仕者たるにふさわしくない非
 行のあった場合

　⑴　分限処分

臨 床 検 査 技 師

00

作 業 療 法 士

　⑵　休暇

休 憩 時 間

勤 務 時 間

11　職員の勤務時間その他の勤務条件（令和３年度）

 職務上の義務に違反し又は職務を怠っ
 た場合

１週間の勤務時間
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項 目

　⑵　職員互助会

種 類

給 付 事 業

区 分

会 員 掛 金 率

12　職員の福祉及び利益の保護の状況

　⑴　職員の健康管理事業

　　　職員の健康維持と疾病予防のため、労働安全衛生法第66条の規定に基づき、職員の健康診断を定期的

　　に行っています。

内 容

定期健康診断
　胸部レントゲン検診、尿検査、聴力検査、心電図検査、血液検査、眼底検査、
　胃部検診、大腸がん検査、前立腺がん検査

　　　地方公務員法第42条の規定に基づき、職員の相互共済及び福祉の増進を図るため、西脇市職員互助会

　　を設置しています。事業内容、会員掛金率及び公費負担金率は次のとおりです。

　　①　事業内容

内 容

　弔慰金、家族弔慰金、災害見舞金、結婚祝金、入学祝金、退会餞別金

そ の 他 事 業
　レクリエーション事業（バレーボール、グランドゴルフ）、　互助会報の発行、
　人間ドック助成、保養施設利用助成、クラブ活動等助成

　　②　会員掛金率及び公費負担金率

内 容

　給料月額×２/1000

公費負担金率
　会員掛金に相当する額（給料月額×２/1000）以内
　対象事業：人間ドック助成

　⑶　共済制度

　　　共済制度については、地方公務員法第43条に基づき、地方公務員等共済組合法で定められています。

　　本市は、兵庫県市町村職員共済組合に加入しています。

　⑷　公務災害補償

　　　公務災害補償については、地方公務員法第45条に基づき、地方公務員災害補償法で定められています。

　　本市は、地方公務員災害補償基金兵庫県支部に加入しています。

　　　令和３年度においては「勤務条件に関する措置要求」及び「不利益処分に関する不服申立て」はあり

　　ませんでした。

　⑸　利益の保護

　　　職員は、全体の奉仕者という立場から労働基本権の一部が制約されています。

　　　その代わりに、市に対して中立的な機関である公平委員会に対して、身分上及び経済上の権利・利益

　　の保護を求めることができるようになっており、適正な勤務条件を確保するための「勤務条件に関する

　　措置要求」と身分保障を確実なものとするための「不利益処分に関する不服申立て」があります。（地

　　方公務員法第46条、第49条の２）
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政 策 課 題 研 修

部門別課題解決研修

先進都市等視察研修

目 的 等

新 任 職 員
組織の一員としての自覚と仕事をする上で必要な知識の習
得を図る。

採用２年目職員
公務員としての倫理観や公務実務に関する基礎知識を身に
付けることで、自己啓発意欲の向上を図る。

評 価 者
評 価 対 象 者

関 係 職 員 ストレスの正しい知識、ラインによるケアを学ぶ。

全 職 員 交通マナーの向上と交通事故防止を図る。

全 職 員 人権問題に関する正しい理解と認識を深める。

関 係 職 員 救急時の普通救命（心肺蘇生法等）の技術を習得する。

目 的 等

実務担当者研修 担当事務に必要な知識、技能を習得する。

政 策 実 務 研 修

専 門 実 務 研 修

政 策 実 務 研 修
政策の企画立案や実践的な業務遂行等の能力の向上を図
る。

専 門 実 務 研 修 特定の行政分野における高度な事務処理能力を養成する。

メ ン タ ル ヘ ル ス 研 修

市 町 村 ア カ デ ミ ー
（市町村職員中央研修所等）

国 土 交 通 大 学

交 通 安 全 研 修

若 葉 マ ー ク 育 成 研 修

人 事 評 価 研 修 人事評価制度の実施に当たり、評価内容について学ぶ。

グループによる調査研究活動等

部門別の新たな課題や能力開発に対応する研修の企画実施

先進都市事例の視察等

研 修 名

　⑵　庁内研修

ト ッ プ セ ミ ナ ー

多様化する住民ニーズに即した行政が推進されるよう、研
修を通じて職員の能力の向上を図り、住民の福祉と地域の
振興に資する。

普 通 救 命 講 習

研 修 名 目 的 等

幹部職員の組織経営マネジメントの向上を図る。

職員自らの意思で参加できるエントリー制により個々のスキルアップを図り、
住民サービスの向上を目的とする。

新たな政策課題に積極的に取り組み、既成概念にとらわれない柔軟な発想と課
題解決能力を身に付ける。

対 象 者

政策形成能力開発研修

ス キ ル ア ッ プ 研 修

人 権 教 育 研 修

国 際 文 化 ア カ デ ミ ー
（全国市町村国際文化研修所）

13　職員の研修の状況

　⑴　重点研修

　⑶　派遣研修

派 遣 先 研 修 名
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目 的 等

職員第１部研修
市町行政を担うにふさわしい職員として意識の改革を目的
とする。

職員第２部研修
中堅職員としての自覚と役割認識のもとに、主体的に判断
し行動する意欲や業務遂行能力を養成する。

監 督 職 研 修
監督職として必要なマネジメント及び人材育成に係る能力
の向上を図る。

管 理 職 研 修
管理職として、取り巻く情勢の変化に的確に対応するた
め、高度な見識を養う。

公務員倫理指導
者 養 成 研 修

接 遇 指 導 者
養 成 研 修

外部人材から学ぶ
発想力・行動力
向 上 研 修

民間企業経営者やＮＰＯ等外部人材から、現場目線や多様
な視点での事業の企画立案のアイデアの発想、民間団体や
企業とのコラボレーションの手法などを学び、発想力・行
動力の向上を図る。

働き方改革のため
の事業見直し研修

働き方改革推進の一環として、選択と集中を徹底して取組
の重点化を推進するために、事業のスクラップ＆ビルドの
必要性、事業見直しの進め方や心構えを学び、組織運営力
の向上を図る。

働き方改革のため
の効率アップ研修

働き方改革推進の一環として、仕事の効率を高める実践的
なスキルを学び、効率的に業務遂行するタイムマネジメン
ト力の向上を図る。

民 法 研 修
民法実務に関する演習等を通じて、民法の理解を深めつつ
法務能力を培い、職務遂行能力を向上を図る。

女 性 リ ー ダ ー
育 成 研 修

新 任 職 員 研 修
公務員としての自覚と意識の確立を図り、職務上必要な基
礎的知識を習得し、職場への適応力を養成する。

職 員 研 修 ①
若手職員として必要な知識と創造的問題解決技法の体系を
習得し、職務遂行上の的確な判断力を養成する。

職 員 研 修 ②
中堅職員として必要な重度の職務遂行上の判断力及び指導
力の向上を図る。

監 督 職 研 修
監督職として必要な職場管理の基礎知識と技術を系統的に
習得し、管理能力を養成する。

接 遇 研 修
公務員として必要な接遇の知識・技能の習得し、住民サー
ビスの向上を図る。

政 策 法 務 研 修 条例立案等に必要な法務知識や手法を習得する。

法 制 執 務 研 修
法制執務に必要な知識を習得し職務を適切に遂行する能力
を養成する。

ソリューション
フォーカス研修

問題を解決(ソリューション)することに焦点(フォーカス)
を当てた考え方を学び、肯定的視点での対話が生み出す自
発性を活かすリーダーシップを発揮するためのコミュニ
ケーション能力開発を目指す。

技 術 職 員 研 修
技術職員を対象として、工事検査や入札談合の防止、会計
検査について学び、必要な知識を習得する。

実務担当者研修 担当事務に必要な知識、技能を習得する。

派 遣 先 研 修 名

兵 庫 県

幹部登用に向けた意欲の向上と、政策立案、マネジメント
等のスキル習得を図る。

兵 庫 県 自 治 研 修 所

公務員倫理指導者として必要な知識・技術の習得を図る。

住民サービス向上のため、各職場において接遇研修を実施
できる指導者を養成する。

播 磨 内 陸 広 域
行 政 協 議 会
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目 的 等

パ ソ コ ン 研 修
ＩＴ化の進展に伴い、パソコンを円滑かつ効果的に利用で
きる職員を養成する。

実務担当者研修 担当事務に必要な知識、技能を習得する。

実務担当者研修 担当事務に必要な知識、技能を習得する。

派 遣 先 研 修 名

先輩職員が指導担当者「エルダー」となり、新任職員の実務指導をはじめ、職
場生活上の相談役も担い、新任職員の育成を図る。

研 修 名 目 的 等

通 信 教 育 研 修 職員の自己啓発意欲の促進を図り、チャレンジ精神の高揚を促す。

　⑸　職場研修

研 修 名 目 的 等

エ ル ダ ー 制 度
（ 新 任 教 育 指 導 ）

日 本 経 営 協 会

兵 庫 県 市 町 村
振 興 協 会

　⑷　自主研修

北 播 磨 広 域 定 住
自 立 圏 連 携 事 業
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